
補 助 額

申 請 期 間 令和８年４月１日(水) ～ 11月30日(月)まで

対象となる企業等

奨学金返還支援制度についての規程を定め、従業員に
手当の支給や代理返還を行っている次の企業等
従業員が退職した場合に支給した手当の返還を求めるものや
代理返還した分について従業員に請求するものは対象外

• 市内に本店・本社がある中小企業※

• NAGAOKA WORKERを雇用する中小企業※

• 市内に主たる事務所がある医療法人、社会福祉法人、
学校法人、協同組合等（常時雇用する従業員数が100人以下）

• 市内に住所がある個人事業主
※資本金３億円以下の企業に限る

従業員の要件

次のすべてに当てはまる者
• 企業等からの支援を受けている期間を通して市内に
住所があり、かつその期間が３か月以上である

• 雇用期間を定めず雇用されている
• 令和８年４月１日時点で30歳以下
• 奨学金を返還中である
• 他団体から奨学金返還支援を受けていない
• 役員等でない、役員等の同居の親族でない

奨学金の要件

大学生、専門学校生、高専生を対象に次の団体等が貸与
する奨学金
• 日本学生支援機構
• 地方公共団体、大学、民間企業・団体
※特定の職に就いた場合等に返還が免除されるものを除く

申請・お問合せ
長岡市商工部 人材・働き方政策課

〒940-0062 長岡市大手通2-6

従業員の奨学金返還を支援している企業等に補助金を交付します。
奨学金返還支援制度を導入して、従業員が働きやすい会社を目指しませんか？

申請の流れ

☏0258-39-2228

申請書はホームページから長岡市奨学金返還支援

奨学金返還支援制度導入のメリット

企業のブランド
イメージ向上

従業員の
やる気アップ

就職サイトや
イベントで学生にPR

中小企業、医療法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合の皆様

令和８年度 長岡市中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金

従業員の

奨学金返還を支援します

必着

従業員１人あたり10万円×5人まで

貸与先に
直接送金する

「代理返還」
も対象です

❹手当支給
または代理返還

企業
法人等

➋補助金申請

➌交付決定

従業員
❶内部規程周知

❺実績報告(1月)

❻補助金交付(2月)

長岡市

奨学金
貸与先

返還

１法人あたり 最大50万円

従業員の奨学金返還支援のために令和８年１月～12月に支給・代理返還した額
または貸与先に返還された奨学金の額のいずれか低い額の1/2を補助します。

koyou@city.nagaoka.lg.jp
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